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核燃料物質の加工の事業に関する規則
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転
等に関する規則

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規
則

核燃料物質の使用等に関する規則
核燃料物質等の工場又は事業所の外における
運搬に関する規則

第9条の16 第16条の14 第134条 第6条の10 第25条

三　加工施設の故障により、核燃料物質等を限
定された区域に閉じ込める機能、外部放射線
による放射線障害を防止するための放射線の
遮蔽機能、加工施設における火災若しくは爆
発の防止の機能若しくは重大事故等に対処す
るための機能を喪失し、又は喪失するおそれが
あつたことにより、加工に支障を及ぼしたとき。

三　使用施設等の故障により、核燃料物質等を
限定された区域に閉じ込める機能、外部放射
線による放射線障害を防止するための放射線
の遮蔽機能若しくは使用施設等における火災
若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失
するおそれがあつたことにより、核燃料物質の
使用等に支障を及ぼしたとき。

三　試験研究用等原子炉施設の安全を確保す
る上で重要な機器及び構造物（多量の放射性
物質等を放出する事故の拡大を防止するため
に必要な機器及び構造物を含む。）の故障によ
り、試験研究用等原子炉施設の安全を確保す
るため必要な機能を有していないと認められた
とき（前号に掲げる場合を除く。）。

三　発電用原子炉設置者が、安全上重要な機
器等又は常設重大事故等対処設備に属する
機器等の点検を行った場合において、当該安
全上重要な機器等が技術基準規則第十七条
若しくは第十八条に定める基準に適合していな
いと認められたとき、当該常設重大事故等対処
設備に属する機器等が技術基準規則第五十
五条若しくは第五十六条に定める基準に適合
していないと認められたとき又は発電用原子炉
施設の安全を確保するために必要な機能を有
していないと認められたとき。

四　火災により試験研究用等原子炉施設の安
全を確保する上で重要な機器及び構造物（多
量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防
止するために必要な機器及び構造物を含む。）
の故障があつたとき。ただし、当該故障が消火
又は延焼の防止の措置によるときを除く。

四　火災により安全上重要な機器等又は常設
重大事故等対処設備に属する機器等の故障
があったとき。ただし、当該故障が消火又は延
焼の防止の措置によるときを除く。

五　前三号のほか、発電用原子炉施設の故障
（発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微な
ものを除く。）により、運転上の制限を逸脱したと
き、又は運転上の制限を逸脱した場合であっ
て、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が
講じられなかったとき。

安重機器等
の故障

LCO逸脱
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二　核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。

四　加工施設の故障その他の不測の事態が生
じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気
施設による排出の状況に異状が認められたとき
又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による
排出の状況に異状が認められたとき。

五　試験研究用等原子炉施設の故障その他の
不測の事態が生じたことにより、気体状の放射
性廃棄物の排気施設又は液体状の放射性廃
棄物の排水施設による排出の状況に異状が認
められたとき。

六　発電用原子炉施設の故障その他の不測の
事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄
物の排気施設による排出の状況に異状が認め
られたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水
施設による排出の状況に異状が認められたと
き。

四　使用施設等の故障その他の不測の事態が
生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排
気施設又は液体状の放射性廃棄物の排水施
設による排出の状況に異状が認められたとき。

五　気体状の放射性廃棄物を排気施設によつ
て排出した場合において、周辺監視区域の外
の空気中の放射性物質の濃度が第七条の八
第四号の濃度限度を超えたとき。

六　気体状の放射性廃棄物を排気施設によつ
て排出した場合において、周辺監視区域の外
の空気中の放射性物質の濃度が第十四条第
四号の濃度限度を超えたとき。

七　気体状の放射性廃棄物を排気施設によっ
て排出した場合において、周辺監視区域の外
の空気中の放射性物質の濃度が第九十条第
四号の濃度限度を超えたとき。

五　気体状の放射性廃棄物を排気施設によつ
て排出した場合において、周辺監視区域の外
の空気中の放射性物質の濃度が第二条の十
一の十二第四号の濃度限度を超えたとき。

六　液体状の放射性廃棄物を排水施設によつ
て排出した場合において、周辺監視区域の外
側の境界における水中の放射性物質の濃度が
第七条の八第七号の濃度限度を超えたとき。

七　液体状の放射性廃棄物を排水施設によつ
て排出した場合において、周辺監視区域の外
側の境界における水中の放射性物質の濃度が
第十四条第七号の濃度限度を超えたとき。

八　液体状の放射性廃棄物を排水施設によっ
て排出した場合において、周辺監視区域の外
側の境界における水中の放射性物質の濃度が
第九十条第七号の濃度限度を超えたとき。

六　液体状の放射性廃棄物を排水施設によつ
て排出した場合において、周辺監視区域の外
側の境界における水中の放射性物質の濃度が
第二条の十一の十二第七号の濃度限度を超え
たとき。
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七　核燃料物質等が管理区域外で漏えいした
とき。

八　核燃料物質等が管理区域外で漏えいした
とき。

九　核燃料物質又は核燃料物質によって汚染
された物（以下この条において「核燃料物質
等」という。）が管理区域外で漏えいしたとき。

七　核燃料物質等が管理区域外で漏えいした
とき。

八　加工施設の故障その他の不測の事態が生
じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で
漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当
するとき（漏えいに係る場所について人の立入
制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又
は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを
除く。）を除く。

九　試験研究用等原子炉施設の故障その他の
不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等
が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次の
いずれかに該当するとき（漏えいに係る場所に
ついて人の立入制限、鍵の管理等の措置を新
たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外
に広がつたときを除く。）を除く。

十　発電用原子炉施設の故障その他の不測の
事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理
区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれ
かに該当するとき（漏えいに係る場所について
人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講
じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広
がったときを除く。）を除く。

八　使用施設等の故障その他の不測の事態が
生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内
で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該
当するとき（漏えいに係る場所について人の立
入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき
又は漏えいした物が管理区域外に広がつたと
きを除く。）を除く。

イ　漏えいした液体状の核燃料物質等が当該
漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏え
いの拡大を防止するための堰の外に拡大しな
かつたとき。

イ　漏えいした液体状の核燃料物質等が当該
漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏え
いの拡大を防止するための堰の外に拡大しな
かつたとき。

イ　漏えいした液体状の核燃料物質等が当該
漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏え
いの拡大を防止するための堰の外に拡大しな
かったとき。

イ　漏えいした液体状の核燃料物質等が当該
漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏え
いの拡大を防止するための堰の外に拡大しな
かつたとき。

ロ　気体状の核燃料物質等が漏えいした場合
において、漏えいした場所に係る換気設備の
機能が適正に維持されているとき。

ロ　気体状の核燃料物質等が漏えいした場合
において、漏えいした場所に係る換気設備の
機能が適正に維持されているとき。

ロ　気体状の核燃料物質等が漏えいした場合
において、漏えいした場所に係る換気設備の
機能が適正に維持されているとき。

ロ　気体状の核燃料物質等が漏えいした場合
において、漏えいした場所に係る換気設備の
機能が適正に維持されているとき。

ハ　漏えいした核燃料物質等の放射能量が微
量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

ハ　漏えいした核燃料物質等の放射能量が微
量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

ハ　漏えいした核燃料物質等の放射能量が微
量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

ハ　漏えいした核燃料物質等の放射能量が微
量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

九　核燃料物質が臨界に達し、又は達するお
それがあるとき。

九　核燃料物質が臨界に達し、又は達するお
それがあるとき。
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十　加工施設の故障その他の不測の事態が生
じたことにより、管理区域に立ち入る者について
被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係
る実効線量が放射線業務従事者にあつては五
ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者に
あつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超え
るおそれのあるとき。

十　試験研究用等原子炉施設の故障その他の
不測の事態が生じたことにより、管理区域に立
ち入る者について被ばくがあつたときであつ
て、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務
従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業
務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベ
ルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

十一　発電用原子炉施設の故障その他の不測
の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入
る者について被ばくがあったときであって、当該
被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者に
あっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者
以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超
え、又は超えるおそれのあるとき。

十　使用施設等の故障その他の不測の事態が
生じたことにより、管理区域に立ち入る者につ
いて被ばくがあつたときであつて、当該被ばく
に係る実効線量が放射線業務従事者にあつて
は五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の
者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は
超えるおそれのあるとき。

十一　放射線業務従事者について第七条の三
第一項第一号の線量限度を超え、又は超える
おそれのある被ばくがあつたとき。

十一　放射線業務従事者について第八条第一
項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそ
れのある被ばくがあつたとき。

十二　放射線業務従事者について第七十九条
第一項第一号の線量限度を超え、又は超える
おそれのある被ばくがあったとき。

十一　放射線業務従事者について第二条の十
一の五第一項第一号の線量限度を超え、又は
超えるおそれのある被ばくがあつたとき。

十三　挿入若しくは引抜きの操作を現に行って
いない制御棒が当初の管理位置（保安規定に
基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御
棒の操作に係る文書において、制御棒を管理
するために一定の間隔に基づいて設定し、表
示することとされている制御棒の位置をいう。以
下同じ。）から他の管理位置に移動し、若しくは
当該他の管理位置を通過して動作したとき。た
だし、燃料体が炉心に装荷されていないときを
除く。

十二　前各号のほか、加工施設に関し、人の障
害（放射線障害以外の障害であつて入院治療
を必要としないものを除く。）が発生し、又は発
生するおそれがあるとき。

十二　前各号のほか、試験研究用等原子炉施
設に関し人の障害（放射線障害以外の障害で
あつて入院治療を必要としないものを除く。）が
発生し、又は発生するおそれがあるとき。

十四　前各号のほか、発電用原子炉施設に関
し人の障害（放射線障害以外の障害であって
入院治療を必要としないものを除く。）が発生
し、又は発生するおそれがあるとき。

十二　前各号のほか、使用施設等に関し人の
障害（放射線障害以外の障害であつて入院治
療を必要としないものを除く。）が発生し、又は
発生するおそれがあるとき。

三　前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関
し人の障害（放射線障害以外の障害であつて
軽微なものを除く。）が発生し、又は発生するお
それがあるとき。

制御棒
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